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熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について（通知）

令和元年５月２２日付「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について」（国

官技第３５号）を受け、以下のとおり取扱うこととしたので通知します。

１．用語の定義

（１）真夏日

日最高気温が３０度以上の日をいう。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０度以上の場合とする。

（２）工期

工事の始期から工事の終期までの期間をいう。なお、工場製作のみを実施して

いる期間、工事全体を一時中止している期間、施工計画書で定めた年末年始休暇、

夏季休暇の期間、及び余裕期間設定工事における当初契約締結の日から工事着手

日前日までの期間は含まない。

（３）真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

真夏日率（※１） ＝ 工期期間中の真夏日 ÷ 工期

（※１）真夏日率は小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。

２．対象工事

（１）対象工事

主たる工種が屋外作業である工事を対象とする。



ただし、工場製作工を含む工事は当該期間を工期から除くものとする。

（２）対象地域

全ての地域を対象とする。

３．積算方法等

（１）補正方法

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現

場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

補正値（％）（※２） ＝ 真夏日率 × 補正係数（※３）

（※２）補正値（％）は小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。

（※３）真夏日補正係数：１．２

４．適用

本通知は、令和元年８月１日以降に当初契約締結する工事から試行を適用する。

５．その他

本試行の運用については、別途通知する。
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